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認
可
保
育
所
（
左
表
参
照
）
の

　

年
４
月
入
所
申
込
書
を
、　

月

２５

１１

１
日
（
木
）
か
ら
保
育
課
（
市
役

所
２
階
）
で
配
布
し
ま
す
。

　

お
子
さ
ん
の
入
所
を
希
望
す
る

保
護
者
は
、
受
付
期
間
や
提
出
書

類
を
確
認
の
上
、
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

　
【
対
象
と
な
る
お
子
さ
ん
】保
護

者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、

保
育
で
き
な
い
場
合

　

①
家
庭
の
外
で
仕
事
を
し
て
い

る
②
家
庭
内
で
日
常
の
家
事
以
外

の
仕
事
を
し
て
い
る
③
出
産
・
病

気
・
心
身
に
障
害
が
あ
る
④
同
居

の
親
族
を
い
つ
も
介
護
し
て
い
る

⑤
災
害
の
復
旧
に
当
た
っ
て
い
る

⑥
そ
の
ほ
か
、
ど
う
し
て
も
保
育

に
当
た
る
こ
と
が
で
き
な
い

　
【
ご
注
意
】前
記
①
～
⑥
の
い
ず

れ
も
常
態
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
ま
た
、
同
居
の
家
族
・
親
族
・

そ
の
他
の
方
も
保
育
で
き
な
い
場

合
に
限
り
ま
す
。「
集
団
生
活
を
体

験
さ
せ
た
い
」「
幼
児
教
育
の
場
と

し
て
利
用
し
た
い
」
と
い
う
理
由

だ
け
で
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
出
産
予
定
の
方
は
申
請
時

に
お
子
さ
ん
が
既
に
出
生
し
て
い

る
こ
と
が
前
提
と
な
り
ま
す
。
障

害
児
保
育
は
前
記
①
～
⑥
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
と
も
に
、
集

団
保
育
が
可
能
で
日
々
通
所
が
で

き
る
場
合
が
対
象
に
な
り
ま
す

　
【
提
出
書
類
】保
育
所
入
所
申
込

書
・
家
庭
状
況
調
査
書
▼
勤
務
証

明
書
な
ど
、
保
育
に
当
た
る
こ
と

が
で
き
な
い
状
況
を
確
認
す
る
書

類
▼
税
額
証
明
書
（
源
泉
徴
収
票

ま
た
は
確
定
申
告
書
の
控
え
な
ど
、

　

年
分
の
所
得
税
額
の
分
か
る
書

２４類〈
コ
ピ
ー
可
〉。
受
付
期
間
中
に

そ
ろ
わ
な
い
場
合
は
、
後
日
提
出

可
）。
ま
た
、後
日
改
め
て　

年
度

２４

住
民
税
課
税
証
明
書
な
ど
を
提
出

し
て
い
た
だ
く
場
合
も
あ
り
ま
す

申
請
の
受
付
期
間
な
ど

　
【
受
付
期
間
と
受
付
時
間
・
会

場
】
①　

月
１
日
（
土
）
が
午
前

１２

９
時
～
正
午
②　

月
３
日
（
月
）

１２

～
６
日
（
木
）
が
午
前
９
時
～
午

後
４
時
半
③　

月
７
日
（
金
）・　

１２

１０

日
（
月
）
が
午
前
９
時
～
午
後
８

時
④　

月
８
日
（
土
）
が
午
前
９

１２

時
～
正
午
。
い
ず
れ
も
会
場
は
、

市
役
所
２
階
２
０
４
会
議
室

　

※
②
③
は
、
い
ず
れ
も
午
前　
１１

時
半
～
午
後
１
時
は
除
き
ま
す
。

　

※
入
所
の
選
考
は
先
着
順
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
例
年
、
受
付
期
間

前
半
は
非
常
に
混
雑
し
、
か
な
り

お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま

す
の
で
、
受
付
期
間
後
半
も
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　

※
転
出
な
ど
で
他
市
区
町
村
の

保
育
所
の
入
所
を
希
望
す
る
方
は
、

随
時
保
育
課
（
市
役
所
２
階
）
で

受
け
付
け
ま
す
。
各
自
治
体
で
申

込
締
切
日
が
異
な
り
ま
す
の
で
、

確
認
の
上
、
早
め
に
申
し
込
み
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
入
所
の
決
定
】提
出
し
て
い
た

だ
い
た
家
庭
状
況
調
査
書
な
ど
か

ら
、
お
子
さ
ん
の
保
育
の
で
き
な

い
状
況
を
調
査
し
、
取
り
扱
い
人

員
数
に
空
き
が
あ
る
場
合
、
保
育

に
欠
け
る
要
件
の
高
い
方
か
ら
決

定
し
ま
す

　
【
保
育
料
】扶
養
義
務
者
の
課
税

額
や
お
子
さ
ん
の
年
齢
に
よ
り
決

定
し
ま
す
。
保
育
料
の
納
入
は
口

座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
【
ご
注
意
】郵
送
で
の
入
所
申
し

込
み
は
で
き
ま
せ
ん

現
在
申
し
込
み
を
し
て
い

る
方
も
再
度
申
し
込
み
を

　

既
に
今
年
度
、
入
所
申
し
込
み

を
し
て
決
定
を
待
っ
て
い
る
方
で
、

　

年
４
月
１
日
以
降
も
引
き
続
き

２５

入
所
を
希

望
す
る
方

は
、
受
付

期
間
中
に

必
要
書
類

を
添
付
し

て
、
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
管
理
係
緯
４
７

０
・
７
７
４
５
へ
。

　
　

月　

日
（
土
）、　

日
（
日
）

１１

１０

１１

に
開
催
さ
れ
る
、
第　

回
市
民
み

３３

ん
な
の
ま
つ
り
（
１
面
参
照
）
に

お
い
て
、
ご
家
庭
で
不
要
と
な
っ

た
小
型
廃
家
電
の
実
験
回
収
（
無

料
）
を
行
い
ま
す
。

　

こ
の
実
験
回
収
は
、
小
型
廃
家

電
を
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
こ
と
で
、

レ
ア
メ
タ
ル
（
希
少
金
属
）
な
ど

の
再
資
源
化
を
行
う
こ
と
を
目
的

に
実
施
し
ま
す
。

　
【
日
時
】　

月　

日
（
土
）
正
午

１１

１０

～
午
後
４
時
、　

日
（
日
）
午
前

１１

　

時
～
午
後
４
時

１０
　
【
回
収
場
所
】会
場
内
の
清
掃
車

駐
車
ス
ペ
ー
ス
（
ま
ろ
に
え
富
士

見
通
り
の
西
口
北
公
園
付
近
）

　
【
小
型
廃
家
電
回
収
品
目
】左
表

の
通
り

　
【
ご
注
意
】①
回
収
品
目
以
外
の

廃
家
電
は
一
切
回
収
で
き
ま
せ
ん
。

お
持
ち
帰
り
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
②
市
民
以
外
の
方
の
持
ち

込
み
は
で
き
ま
せ
ん

　

詳
し
く
は
ご
み
対
策
課
緯
４
７

３
・
２
１
１
７
へ
。

　

優
良
防
火
対
象
物
認
定
表
示
制

度
は
、
火
災
予
防
条
例
に
基
づ
き
、

平
成　

年
に
新
た
に
実
施
さ
れ
た

１８

制
度
で
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
建
物
の
管
理
権

原
者
（
所
有
者
等
）
が
消
防
署
長

に
申
請
し
、
審
査
・
検
査
の
結
果
、

優
良
な
建
物
と
し
て
消
防
署
長
の

認
定
を
受
け
た
と
き
、
優
良
な
対

象
物
の
証
で
あ
る
「
優
良
防
火
対

○親
 

医
療
証
の
更
新
手
続
き

　

現
在
使
用
中
の
○親
 

医
療
証
の
有

効
期
限
は　

月　

日
で
す
。
引
き

１２

３１

続
き
助
成
を
受
け
る
た
め
に
は
、

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

現
在
、
同
医
療
証
の
交
付
を
受

け
て
い
る
方
に
は
、　

月
５
日

１１

（
月
）
に
現
況
届
を
発
送
し
ま
す

の
で
、
必
要
書
類
を
添
付
し
て
次

の
方
法
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
提
出
方
法
】届
け
出
用
紙
と
返

信
用
封
筒
を
同
封
し
て
送
付
し
ま

す
の
で
、　

月　

日
（
水
）
ま
で

１１

２１

に
（
必
着
）、
郵
送
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
こ
の
届
け
出
が

な
い
場
合
、
来
年
１
月
１
日
か
ら

の
同
医
療
証
の
交
付
が
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

認可保育所一覧

電話番号所在地保育年齢定員保育所名

４７３・３９２３幸町１－１７－１１歳～５歳　８０人さいわい保育園

公　　立

４７３・９６４３下里３－２－２３０歳～５歳１０４人はくさん保育園

４６３・４３５０南町１－７－５－１０１０歳～５歳　９０人みなみ保育園

４７４・６６５４新川町１－１－１２０歳～５歳１０４人しんかわ保育園

４７３・７９３０八幡町２－１４－２２０歳～５歳１０４人はちまん保育園

４７３・７９１０前沢１－５－３００歳～５歳１０１人まえさわ保育園

４７５・０５６１中央町１－２－４０歳～５歳１０４人ちゅうおう保育園

４６３・６６５５ひばりが丘団地８－１００歳～５歳１１０人ひばり保育園

公設民営 ４７３・３９２０滝山６－１－２０歳～５歳１０７人たきやま保育園

４７７・１３５９上の原１－２－４４０歳～５歳１１０人上の原さくら保育園

４７３・１０００大門町１－３－４０歳～５歳１１８人久留米みのり保育園

私　　立

４７３・３９７１下里４－１－２１０歳～５歳１１０人あそか保育園

４７３・４１３３滝山７－５－１２０歳～５歳　９０人滝山しおん保育園

４７４・２９１０下里７－８－２００歳～５歳１３０人下里しおん保育園

４７４・５３０７柳窪２－１５－６０歳～５歳１３０人くるみ保育園

４７２・２５２１東本町１－８０歳～５歳　６０人Ｎｉｃｏｔ東久留米

４７９・４０００前沢１－４－３５１歳～２歳３３人かたばみ保育園認定こども園
（保育所枠）

（注）０歳児保育について、公立保育園は入所時に６カ月以上の乳児が、公設民営保育園と私立
保育園は、生後５７日以上の乳児が対象となります。

（注）認定こども園かたばみ保育園の申し込みは、直接同園へ。

小型廃家電実験回収品目

品　目品　目

電話機（※30唖未満）１３デジタルカメラ・ビデオカメラ１

携帯用ラジオ１４据え置き型ゲーム機２

デジタル時計１５携帯型ゲーム機
（および付属品）３

電動鉛筆削り１６ＣＤ・ＭＤプレーヤー
（※携帯型）４

電気あんか１７オーディオ類付属品
（ケーブル類）５

懐中電灯１８ＩＣレコーダー６

ヘアドライヤー１９フォトプリンター
（※30唖未満）７

電気アイロン２０キーボード
（※パソコン用）８

カーナビゲーションシステム２１ルーター・モデム９

電子血圧計・電子体温計２２電卓１０

家庭用磁気・熱療法治療器２３リモコン１１

電気工具（※30唖未満）２４電子辞書１２

※回収するものは、一般家庭ごみで、かつ30㎝×30㎝以内のものに限り
ます。

　

年
度
認
可
保
育
所
へ
の
入
所
申
し
込

年
度
認
可
保
育
所
へ
の
入
所
申
し
込
みみ

２５２５申
込
書
の
配
布

申
込
書
の
配
布
はは　

月
１
日（
木
）か
ら

月
１
日（
木
）か
ら
、、

１１１１

受
け
付
け

受
け
付
け
はは　

月
１
日（
土
）か

月
１
日（
土
）か
らら

１２１２

小型廃家電の実験回小型廃家電の実験回収収
（無料）を行いま（無料）を行いますす

市民みんなのまつりの会場で

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届

　

児
童
扶
養
手
当
の
認
定
を
受
け

て
い
る
方
（
支
給
停
止
中
の
方
も

含
む
）
は
、
毎
年
８
月
に
現
況
届

を
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
未

提
出
の
方
は
、
至
急
子
育
て
支
援

課（
市
役
所
２
階
）で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。
こ
の
届
け
出
が
な

い
場
合
、　

月
期
の
支
払
い
が
で

１２

き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
な
お
、
所
得
が
手
当
の
支
給

基
準
を
超
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る

方
も
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
助
成
係
緯
４
７

０
・
７
７
３
６
へ
。

現
況
届
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す

ひ
と
り
親（
○親
 

）家
庭
な
ど
の

医
療
費
助
成

象
物
認
定
証
（
通
称
＝
優
マ
ー

ク
）」を
建
物
の
見
や
す
い
場
所
に

表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

す
。

　

優
良
防
火
対
象
物
の
認
定
を
お

考
え
の
方
は
、
消
防
署
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
東
久
留
米
消
防
署
予

防
課
防
火
査
察
係
緯
４
７
１
・
０

１
１
９
（
内
線
５
２
０
）
へ
。

ご
存
じ
で
す
か

「
優
良
防
火
対
象
物
認
定
表
示
制
度
」

さ
い
わ
い
保
育
園
民
営
化
に
関
す
る

　
　
  　
　
　
　
 
市
民
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　

市
で
は
、
保
育
園
の
民
営
化

を
進
め
る
に
当
た
り
、「
保
育
施

設
の
老
朽
化
の
程
度
、
活
用
で

き
る
公
有
地
の
有
無
な
ど
、
施

設
整
備
の
可
能
性
を
総
合
的
に

勘
案
し
た
上
で
、
民
営
化
を
進

め
て
い
く
」
と
い
う
考
え
方
に

基
づ
き
、
現
行
の
民
営
化
実
施

計
画
を
再
改
定
し
ま
し
た
。
そ

の
中
で
「
さ
い
わ
い
保
育
園
」

を
民
営
化
の
次
期
対
象
園
に
選

定
し
、
庁
議
決
定
し
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
民
営
化
に
関
す
る

考
え
方
や
民
営
化
次
期
対
象
園

決
定
の
経
過
、
進
め
方
な
ど
に

つ
い
て
市
民
説
明
会
を
開
催
し

ま
す
。

　
【
日
時
】　

月　

日
（
土
）
午

１１

１７

前
９
時
半
～　

時
半

１１

　
【
会
場
】市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル

　

詳
し
く
は
保
育
課
保
育
係
緯

４
７
０
・
７
７
４
５
へ
。


